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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年

法律第７６号）に基づき設置される新「教育長」の給料の額について（答申） 

 

 

平成２７年２月１３日、文京区特別職報酬等審議会条例（昭和３９年７月文京区

条例第３０号）第２条第３項の規定に基づき意見を求められた「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）に基づ

き設置される新「教育長」の給料の額について」、別紙のとおり答申します。 
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答     申 

 

１ はじめに 

本審議会は、平成２７年２月１３日、文京区特別職報酬等審議会条例第２条第

３項の規定に基づき、文京区長から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）に基づき設置される新「教育

長」の給料の額について意見を求められた。 

本審議会は、慎重に審議を行い、その結論をこの答申として取りまとめたもの

である。 

 

２ 基本的な考え方 

新「教育長」の給料の額については、職務と責任の原則（＝各職の職務内容、       

責任の重さなどを考慮する。）に照らし、これまで教育委員会の代表者であった

委員長の職責を負うこと、教育委員会の会務を総理する職務を新「教育長」が担

うこと等を考慮する。 

  

３ 本審議会における議論 

今回の法律改正による、新「教育長」の職務は教育行政の第一義的な責任者と

して明確に位置づけられることなど、従来にも増して教育行政に大きな権限と責

任を有することになり、その職務は極めて重要である。 

（報酬等の方向性について及び方向性を決定するに当たって考慮したこと） 

したがって、（Ａ案またはＢ案）の差額が新「教育長」としての職責・職務に

見合った「職務加算分」と考えられる。 

以上のことから、新「教育長」の給料の額について、現行の教育長の給与にこ

の「職務加算分」を加えて算定することが適当である。 

 

４ 審議結果 

本審議会は、今回の法律改正による新「教育長」の職責・職務を考慮し、給料

の額について、（            ）が妥当であるとの結論に達した。 

 

５ その他 

今後、社会経済情勢の急激な変動や他の特別区との均衡など、文京区の特別職

の報酬等をめぐる状況に大きな変化が生じたときには、本審議会を開催し、額の

見直しを検討すべきである。 

（その他ご意見等） 
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